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一

監
査
委
員

山
梨
県
監
査
委
員
告
示
第
十
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
九
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
執
行

し
た
監
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
を
同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
三
年
十
二
月
十
七
日

山
梨
県
監
査
委
員
　
　
小
　
　
林
　
　
二
　
　
三

同
　
　
　
　
　
　
　
　
早
　
　
川
　
　
正
　
　
秋

同
　
　
　
　
　
　
　
　
白
　
　
倉
　
　
政
　
　
司

同
　
　
　
　
　
　
　
　
中
　
　
村
　
　
照
　
　
人

山
梨
県
公
報
号
外

第
五
十
九
号

平
成
十
三
年
十
二
月
十
七
日

定
価（
消
費
税
別
）一
箇
年
　
一
六
、〇
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
十
三
年

十
二
月
十
七
日

号
外
第
五
十
九
号

月　曜　日

１
　
監
査
対
象
箇
所
及
び
監
査
期
日
�

監
査
箇
所
�

発
電
総
合
制
御
所
�

早
川
水
系
発
電
管
理
事
務
所
�

笛
吹
川
水
系
発
電
管
理
事
務
所
�

石
和
温
泉
管
理
事
務
所
�

中
央
病
院
�

北
病
院
�

医
務
課
（
病
院
事
業
会
計
）
�

企
業
局
�

　
総
務
課
�

　
電
気
課
�

　
業
務
課
�

福
祉
保
健
部
�

　
福
祉
保
健
総
務
課
（
監
査
指
導
室
）
�

　
長
寿
社
会
課
�

　
国
保
援
護
課
�

　
児
童
家
庭
課
�

　
障
害
福
祉
課
�

　
医
務
課
�

　
衛
生
薬
務
課
�

　
健
康
増
進
課
�

教
育
委
員
会
�

　
総
務
課
�

　
福
利
給
与
課
（
小
・
中
学
校
の
給
与
認
定
を
除
く
）
�

　
学
校
施
設
課
�

　
義
務
教
育
課
�

　
高
校
教
育
課
（
新
し
い
高
校
づ
く
り
推
進
室
）
�

　
社
会
教
育
課
�

　
ス
ポ
ー
ツ
健
康
課
（
旧
冬
季
国
体
推
進
課
）
�

　
学
術
文
化
財
課
（
県
史
編
さ
ん
室
）
�

秘
書
課
�

議
会
事
務
局
�

人
事
委
員
会
事
務
局
�

監
査
委
員
事
務
局
�

地
方
労
働
委
員
会
事
務
局
�

警
察
本
部
�

　
総
務
課
、
会
計
課
、
警
務
課
、
教
養
課
、
監
察
課
、
�

　
厚
生
課
、
情
報
管
理
課
、
生
活
安
全
企
画
課
、
地
域
課
、
�

�

監
査
年
月
日
�

平
成
１３
年
７
月
２５
日
�

〃
�

平
成
１３
年
７
月
２６
日
�

〃
�

平
成
１３
年
７
月
２７
日
�

〃
�

平
成
１３
年
７
月
３１
日
�

平
成
１３
年
７
月
３１
日
�

���

平
成
１３
年
９
月
４
日
�

��������

平
成
１３
年
９
月
１７
日
�

��������

平
成
１３
年
９
月
１７
日
�

平
成
１３
年
９
月
１８
日
�

平
成
１３
年
９
月
１８
日
�

平
成
１３
年
９
月
１８
日
�

平
成
１３
年
９
月
１８
日
�

平
成
１３
年
９
月
１８
日
�

�



山
梨
県
公
報
号
外

第
五
十
九
号
　
　
平
成
十
三
年
十
二
月
十
七
日

二

２
　
監
査
対
象
期
間
�

　
　
平
成
１
２
年
度
�

�３
　
監
査
の
方
法
�

　
監
査
は
、
監
査
対
象
期
間
に
お
け
る
財
務
に
関
す
る
事
務
及
び
工
事
の
執
行
状
況
に
つ
い
て
、
抽
出
�

の
方
法
に
よ
り
、
諸
帳
簿
及
び
証
明
書
類
等
を
照
査
す
る
と
と
も
に
、
現
地
調
査
、
職
員
か
ら
の
事
情
�

聴
取
に
よ
り
実
施
し
た
。
�

　
生
活
保
安
課
、
捜
査
第
一
課
、
捜
査
第
二
課
、
鑑
識
課
、

　
科
学
捜
査
研
究
所
、
交
通
企
画
課
、
交
通
指
導
課
、
�

　
交
通
規
制
課
、
運
転
免
許
課
、
交
通
機
動
隊
、
�

　
高
速
道
路
交
通
警
察
隊
、
警
備
第
一
課
、
警
備
第
二
課
、

　
国
際
対
策
課
、
機
動
隊
、
警
察
学
校
�

企
画
部
�

　
総
合
政
策
室
�

　
企
画
課
�

　
広
聴
広
報
課
（
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー
）
�

　
北
富
士
演
習
場
対
策
課
�

　
情
報
政
策
課
�

　
統
計
調
査
課
�

　
リ
ニ
ア
推
進
課
�

　
県
民
生
活
課
（
県
民
相
談
セ
ン
タ
ー
）
�

　
生
涯
学
習
文
化
課
�

　
青
少
年
女
性
課
（
女
性
政
策
室
）
�

　
国
際
課
（
パ
ス
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
）
�

　
交
通
政
策
課
�

商
工
労
働
観
光
部
�

　
商
工
総
務
課
�

　
産
業
交
流
課
�

　
商
業
振
興
金
融
課
�

　
工
業
振
興
課
�

　
観
光
課
�

　
労
政
雇
用
課
�

　
職
業
能
力
開
発
課
�

出
納
局
�

　
会
計
課
�

　
管
理
課
�

　
工
事
検
査
課
�

�����

平
成
１３
年
１０
月
１５
日
�

������������

平
成
１３
年
１０
月
２３
日
�

�������

平
成
１３
年
１０
月
３０
日
�

���

４
　
監
査
結
果
処
理
区
分
�

　
監
査
結
果
は
次
の
と
お
り
区
分
し
た
。
�

　（
１
）　
指
摘
事
項
�

　
　
　
　
法
令
等
に
違
反
す
る
な
ど
著
し
く
不
適
切
な
事
務
処
理
等
と
認
め
ら
れ
る
も
の
�

　（
２
）　
文
書
指
導
事
項
�

　
　
　
　
指
摘
事
項
以
外
で
特
に
改
善
を
要
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
�

　（
３
）　
口
頭
注
意
事
項
�

　
　
　
　
不
適
切
な
処
理
の
内
容
が
軽
易
な
も
の
で
、
単
純
な
誤
謬
に
起
因
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
�

�５
　
監
査
の
結
果
�

　
　
財
務
に
関
す
る
事
務
の
執
行
全
般
に
つ
い
て
は
、
一
部
の
箇
所
で
改
善
を
要
す
る
事
項
が
認
め
ら
�

　
れ
た
が
、
そ
れ
以
外
に
つ
い
て
は
、
お
お
む
ね
適
正
に
処
理
さ
れ
て
い
た
。
�

　
　
監
査
の
結
果
、
指
摘
事
項
、
文
書
指
導
事
項
、
口
頭
注
意
事
項
と
し
た
区
分
毎
の
集
計
は
下
表
の
�

　
と
お
り
で
あ
る
。
�

��������６
　
指
摘
事
項
�

　
　
不
適
切
な
事
務
処
理
に
つ
い
て
指
摘
し
、
是
正
・
改
善
を
指
示
し
、
措
置
状
況
に
つ
い
て
回
答
を
�

　
求
め
た
も
の
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
�

　（
１
）　
未
収
金
の
未
収
金
整
理
簿
へ
の
未
登
載
や
、
資
産
計
上
す
べ
き
支
出
を
収
益
的
支
出
と
し
て
�

　
　
　
処
理
す
る
等
、
財
務
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
不
適
切
な
処
理
が
あ
っ
た
。
�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
笛
吹
川
水
系
発
電
管
理
事
務
所
）
�

　（
２
）　
高
齢
者
居
室
整
備
資
金
（
貸
付
金
）
の
未
償
還
金
が
未
収
金
に
計
上
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
長
寿
社
会
課
）
�

　（
３
）　
障
害
者
居
室
整
備
資
金
（
貸
付
金
）
の
未
償
還
金
が
未
収
金
に
計
上
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
障
害
福
祉
課
）
�

　（
４
）　
第
５５
回
国
民
体
育
大
会
選
手
派
遣
費
補
助
金
に
つ
い
て
、
額
の
確
定
が
適
切
に
行
わ
れ
て
�

　
　
　
お
ら
ず
、
補
助
金
返
還
に
該
当
す
る
事
実
が
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
（
ス
ポ
ー
ツ
健
康
課
）
�

　（
５
）　
小
瀬
ス
ポ
ー
ツ
公
園
等
管
理
運
営
業
務
委
託
料
に
つ
い
て
、
収
支
差
額
に
よ
る
剰
余
金
が
過
�

　
　
　
年
度
に
わ
た
り
精
算
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ス
ポ
ー
ツ
健
康
課
）
�

　（
６
）　
勤
労
青
年
セ
ン
タ
ー
に
係
る
行
政
財
産
使
用
許
可
に
伴
い
徴
収
す
べ
き
必
要
経
費
に
つ
い
て
、
�

　
　
　
調
定
も
れ
が
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
青
少
年
女
性
課
）
�

　（
７
）　
収
入
に
関
す
る
事
務
処
理
が
不
適
正
な
も
の
や
、
工
事
費
の
積
算
誤
り
等
、
財
務
に
関
す
る
�

　
　
　
事
務
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
不
適
切
な
処
理
が
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
観
光
課
）
�

区
　
分
�

指
摘
（
件
）�

指
導
（
件
）�

注
意
（
件
）�

合
　
　
計
�

収
入
�

４
�

２
０
�

６
�

３
０
�

支
出
�

２
�

１
５
�

８
�

２
５
�

給
与
��

１
２
��

１
２
�

物
品
��

８
�

５
�

１
３
�

財
産
��

１
�

２
�

３
�

契
約
��

１
８
�

５
�

２
３
�

工
事
��

４
��

４
�

そ
の
他
�

２
�

４
��

６
�

合
計
�８
�

８
２
�

２
６
�

１
１
６
�



山
梨
県
公
報
号
外

第
五
十
九
号
　
　
平
成
十
三
年
十
二
月
十
七
日

三

　（
８
）　
中
小
企
業
近
代
化
資
金
特
別
会
計
の
高
度
化
資
金
貸
付
金
償
還
金
に
つ
い
て
、
味
の
ふ
る
さ
�

　
　
　
と
協
業
組
合
の
自
己
破
産
に
よ
り
多
額
の
収
入
未
済
が
発
生
し
た
。
　
　
（
商
業
振
興
金
融
課
）
�

　
　
�

７
　
そ
の
他
の
概
要
�

　
　
指
摘
に
は
い
た
ら
な
い
が
、
事
務
処
理
に
つ
い
て
文
書
指
導
、
口
頭
注
意
を
行
っ
た
主
な
も
の
は
、
�

　
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
�

　（
１
）　
収
入
に
関
す
る
事
項
�

　
　
　①
　
手
数
料
、
使
用
料
の
調
定
事
務
に
不
備
が
あ
り
改
善
を
要
す
る
も
の
�

　
　
　②
　
収
入
未
収
金
の
回
収
及
び
債
権
管
理
に
改
善
を
要
す
る
も
の
�

　
　
　③
　
現
金
領
収
書
の
取
扱
い
に
不
備
が
あ
り
改
善
を
要
す
る
も
の
�

　
　
　④
　
不
納
欠
損
金
の
会
計
処
理
に
誤
り
が
あ
り
改
善
を
要
す
る
も
の
�

　（
２
）　
支
出
に
関
す
る
事
項
�

　
　
　①
　
過
年
度
の
雑
部
金
の
処
理
に
不
備
が
あ
り
改
善
を
要
す
る
も
の
�

　
　
　②
　
貸
付
金
の
利
子
の
取
扱
い
が
不
適
正
で
あ
り
改
善
を
要
す
る
も
の
�

　
　
　③
　
補
助
金
交
付
要
綱
に
不
備
が
あ
り
改
善
を
要
す
る
も
の
�

　
　
　④
　
支
出
負
担
行
為
伺
い
の
決
裁
区
分
に
誤
り
が
あ
り
改
善
を
要
す
る
も
の
�

　
　
　⑤
　
支
払
事
務
の
不
適
正
に
よ
り
支
払
遅
延
が
あ
り
改
善
を
要
す
る
も
の
�

　（
３
）　
給
与
に
関
す
る
事
項
�

　
　
　①
　
旅
費
の
算
定
に
誤
り
が
あ
り
改
善
を
要
す
る
も
の
�

　
　
　②
　
時
間
外
勤
務
手
当
の
算
定
に
誤
り
が
あ
り
改
善
を
要
す
る
も
の
�

　
　
　③
　
通
勤
手
当
の
算
定
に
誤
り
が
あ
り
改
善
を
要
す
る
も
の
�

　
　
　④
　
扶
養
手
当
の
認
定
手
続
き
に
誤
り
が
あ
り
改
善
を
要
す
る
も
の
�

　
　
　⑤
　
特
殊
勤
務
手
当
実
績
簿
の
作
成
に
不
備
が
あ
り
改
善
を
要
す
る
も
の
�

　（
４
）　
契
約
に
関
す
る
事
項
�

　
　
　①
　
契
約
書
の
作
成
手
続
き
に
不
備
が
あ
り
改
善
を
要
す
る
も
の
�

　
　
　②
　
予
定
価
格
調
書
の
作
成
に
不
備
が
あ
り
改
善
を
要
す
る
も
の
�

　
　
　③
　
随
意
契
約
の
理
由
が
薄
弱
で
あ
り
契
約
方
法
に
改
善
を
要
す
る
も
の
�

　
　
　④
　
随
意
契
約
で
見
積
書
の
取
扱
い
に
不
備
が
あ
り
改
善
を
要
す
る
も
の
�

　
　
　⑤
　
履
行
確
認
が
不
十
分
で
改
善
を
要
す
る
も
の
�

　（
５
）　
工
事
に
関
す
る
事
項
�

　
　
　①
　
工
事
費
の
積
算
に
誤
り
が
あ
り
改
善
を
要
す
る
も
の
�

　（
６
）　
財
産
管
理
に
関
す
る
事
項
�

　
　
　①
　
土
地
の
賃
貸
借
契
約
手
続
き
に
不
備
が
あ
り
改
善
を
要
す
る
も
の
�

　（
７
）　
物
品
管
理
に
関
す
る
事
項
�

　
　
　①
　
備
品
台
帳
と
現
品
が
一
致
し
な
い
な
ど
物
品
管
理
で
改
善
を
要
す
る
も
の
�

　
　
　②
　
物
品
要
求
書
の
記
載
内
容
に
不
備
が
あ
り
改
善
を
要
す
る
も
の
�

　
　
　③
　
た
な
卸
し
資
産
の
亡
失
及
び
毀
損
の
手
続
き
に
不
備
が
あ
り
改
善
を
要
す
る
も
の
�

　
　
　④
　
郵
便
切
手
の
管
理
に
不
適
切
な
処
理
が
あ
り
改
善
を
要
す
る
も
の
�

　（
８
）　
そ
の
他
の
事
項
�

　
　
　①
　
公
営
企
業
会
計
の
決
算
書
確
認
資
料
に
不
備
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